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海
運
同
盟
の
排
他
的
手
段
ド
封
す
る

北
米
合
衆
園
の
政
策

昌

太

Ns 

島

北
米
合
衆
国
は
、

一
九
二

O
年
に
冨
2
n
E巳
冨
立
母
〉
立
な
る
も
の
を
制
定
し
た
。
俗
に
ジ
ョ

1
ン
ス
法
ご

稀
す
る
も
の
が
郎
も
是
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
最
初
の
文
言
は
、
海
運
の
助
長
俊
民
に
謝
す
る
合
血
靖
国
の
態
度
正

意
気
込
之
を
示
す
色
の
で
、
中
丸
の
如
注
意
味
の
も
の
で
ゐ
品
。

「
こ
の
法
律
は
、
召
集
せ
ら
れ
た
る
議
曾
に
於
て
、
毘
米
利
加
合
衆
国
の
上
院
及
び
下
院
に
よ
ち
て
制
定
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
o

合
衆
闘
が
、
そ
の
通
商
貨
物
の
大
部
分
を
運
迭
す
る
に
足
る
正
共
仁
、
戦
時
又
は
国
家
事

磁
の
際
に
宮
h
て
は
、
陸
海
軍
の
補
助
芭
し
て
役
立
丸
得
る
所
の
、
最
良
の
織
袋
、
最
過
賞
の
型
式
を
有
す
る

般
舶
よ
り
成
る
海
運
を
有
し
、
終
局
に
於
て
円
そ
れ
ら
は
〕
合
衆
岡
市
民
の
私
有
正
な
り
、
私
比
百
ご
な
る
ぺ
き
こ

己
は
、
岡
防
上
並
び
に
卦
外
貿
易
及
び
内
国
商
業
の
池
蛍
な
る
後
遺
の
た
め
に
必
要
な
る
事
柄
で
あ
る
。
而
し

て
か
、
る
海
運
の
存
立
門
の
基
礎
〕
を
燐
げ
、
且
つ
之
を
奨
胤
す
る
に
必
要
な
る
事
項
は
、
如
何
な
る
こ
芝
、
錐

議

協
連
同
盟
白
排
他
的
手
段
に
謝
す
る
北
米
告
衆
岡
田
政
策

諭

(
払
六
税

部
三
十
二
巻

) 

九
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議

栴
運
同
盟
の
排
他
的
手
段
に
封
す
る
北
米
骨
衆
回
目
政
策

第
ニ
十
二
巻

(
銘
六
統

四
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九

O
四

も
円
敢

τ〕
之
を
な
す
ぺ
き
こ
ご
を
以
て
、
人
口
血
敢
闘
の
政
策
ご
す
る
こ
己
を
‘
並
び
に
、
本
訟
の
明
文
ご
抵
倒
せ

ギ

d

る
限
h

ッ
、
合
衆
闘
船
舶
院
は
、
以
下
規
定
す
る
所
の
船
舶
及
び
海
事
財
産
の
蕗
分
に
闘
し
、
規
則
及
び
規
定

の
制
定
仁
っ
き
・
叉
海
副
訟
の
適
用
に
つ
き
、
常
に
必
中
右
の
目
的
を
以
て
終
局
の
到
達
蜘
に
至
ら
ん
ご
す
る

も
の
な
る
こ
ご
を
、
こ
、
に
宣
言
す
る
。
」

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
正
、

A
日
衆
闘
の
海
運
政
策
の
眼
目
ご
す
る
所
は
、
品
質
的
に
言
へ
ば
、
『
最
良
の
織
袋
、
最

滴
常
の
型
式
』
の
も
の
で
、
分
量
的
に
言
へ
ば
、
「
通
商
貨
物
の
大
部
分
を
運
送
す
る
に
足
る
」
所
の
泌
運
を
作
b

上
げ
る
こ
ご
に
あ
る
。
帥
も
之
を
言
ひ
換
へ
て
見
る
吉
、
海
運

ω獅
立
を
計
晶
、

ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
o

従
来
、

主
Z
し
て
外
国
間
船
じ
よ

h
て
行
は
れ
て
居
っ
た
合
衆
闘
の
劃
外
貿
易
を
・
主
正
し

τ自
国
般
に
よ
・
り
て
行
ム
ピ
い

ふ
こ

Z
で
あ
る
。

統
計
に
よ
っ
て
調
べ
て
見
る
ご
、

-
』
の
法
律
の
出
来
る
以
前
、
特
に
大
戦
以
前
に
於

τは
、
合
衆
国
は
、
金
額

の
上
よ
り
言
へ
ば
、

そ
の
貿
易
の
慌
に
一
削
に
り
が
自
問
航
で
蓮
ば
れ
、
戦
守
中
、
外
国
舶
の
大
部
分
が
戦
時
用

に
引
上
げ
ら
れ
た
ご
き
で
さ
へ
、
僅
に
二
制
税
が
自
凶
般
で
迩
ば
れ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
之
を
、
合
衆
凶
港

制
問
に
出
入
す
る
船
舶
噸
教
の
上
か
皇
言
一
ロ
つ

τも
、
戦
前
は
、
全
出
入
船
舶
の
僅
に
一
割
四
分
又
は
一
例
五
分
が
合

衆
凶
旗
を
掲
ぐ
る
も
の
で
、
他
は
総
て
外
国
船
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
仁
、
こ
の
扶
態
を
改
め
て
、

せ
め
て
貿

「妙

易
の
竿
分
以
上
が
自
国
船
じ
よ
り
て
行
は
る
、
様
仁
せ
ね
ば
な
ら
前
、

正
い
ふ
の
が
、

そ
の
海
運
政
策
の
眼
目
で
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宜

五
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四

四

四
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ヌミ

E 

"" 

四
iL 

四
六

ヌミ

五

告

四
九

四
六

右
の
統
計
に
示
す
が
如
〈
に
、
合
衆
聞
に
於
て
は
、

冨
司
岳
山
口
円
岩
山
民
日
〉
♀
の
制
定
せ
ら
れ
た
一
九
二

O
年

が
、
偶
然
に
も
、
貿
易
金
額
の
上
に
於
て
も
、
ま
た
出
入
港
般
の
噸
数
の
上
に
於
て
も
、
自
園
般
の
割
合
が
比
較

的
最
大
の
年
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
以
前
の
股
態
で
は
、
到
底
海
運
の
濁
立
を
保
も
得
た

b
正
は
言
ひ
得
な
い
放
態

で
あ
っ
た
o

そ
こ
で
、
こ
の
法
律
の
前
掲
文
に
示
す
が
如
〈
.
合
衆
国
は
そ
の
貿
易
の
過
宇
を
自
国
加
で
運
送
す

る
に
至
ら
ん
が
た
め
に
、
「
必
要
な
る
事
項
は
‘
如
何
な
る
ζ

ピ
、
雑
も
、
之
を
な
す
べ
き
を
以
て
合
衆
国
の
政
策

ご
す
る
」
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る
。
そ
し
て
、
合
衆
国
の
海
運
が
従
来
、
頗
る
不
振
の
朕
態
に
あ
る
の
は
、
種
々
な

る
事
情
に
由
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
る
も

ω
、
一
つ
は
、
外
国
定
期
脚
曾
枇
が
コ
Y

フア

v
y
λ

郎
も
ト
海
運

同
盟
を
組
織
し
、
純
々
な
る
排
他
的
手
段
を
以

τ、
合
衆
闘
般
主
を
座
迫
す
る
に
肉
る
の
で
あ
る
、

E
の
見
地
か

ら
、
之
に
謝
し
て
最
重
な
る
禁
止
的
政
策
を
ご
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
合
衆
国
の
ニ
の
政
策
を
研

究
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。

北
米
合
衆
国
が
、

コ
ン
ブ
ア
レ
V

Z

の
排
他
的
手
段
に
載
し
て
ど
右
所
の
政
策
を
論
す
る
に
嘗
う
て
は
、

三2

ン

ヒ月より十二月まて¥



フア

V

Y

Z

な
る
も
の
は
何
依
に
炉
、
る
手
段
を
ご
る
の
で
あ
る
炉
、
ま
た
、
そ
の
排
他
的
手
段
な
る
も
の
に
は

一
通
b
説
明
せ
ね
ば
な
ら
臥
。

之
は
、

私
が
肢
に
本
誌
上
に
掲
げ
た

る 主目
若何
千 な
のる
論 も
文 1)の
i二 力安

於 ゐ
τ る
、 力道

ご
い
ふ
こ
ご
を

こ
、
に
議
論
の
順
序
正
し
て
極
め
て
簡
単
に
之
を
反
叫
慢
す
る

詳
説
し
た
所
で
あ
る
が
、

-
』
正
を
許
き
れ
た
い
。

さ

τ、
ヨ
ン
フ
ア
レ
Y

旦
-
即
ち
定
期
船
曾
一
祉
が
組
織
す
る
所
の
管
業
同
盟
は
、
加
盟
者
相
互
の
競
宰
を
調
節
制

限
す
る
の
組
織
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
組
織
白
髄
に
は
外
部
よ
h
の
競
命
令
】
排
斥

L
之
を
康
止
せ
し
む
る
の

作
用
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
こ
の
ヨ
ン
ア
ア

V

ン
月
な
る
も
の
は
産
業
組
織
己

L
て
以
カ

1
ル

ア

ル

ご
詞
は
る
、
も
の
に
鴎
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
組
織
自
髄
に
は
、
網
占
を
獲
得
し
之
を
維
持
す
る
の
作

朋
な
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

か
の
製
造
工
業
又
は
備
業
に
於
け
る
カ

1
ル

7
w
に
あ
り
て
は
、

か
、
る
同
蹴
を
組

織
す
る
司
』
正
に
よ
!
り
て
、
生
産
原
料
の
大
部
分
を
加
盟
者
各
自
の
資
カ
を
以
て
支
配
す
る
の
結
果
ご
な
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
般
じ
同
盟
以
外
に
同
業
者
が
残
存
し
、
若
し
く
は
、
新
ら
た
に
同
業
者
が
品
目
生
し

τも
、
彼
等
の
競

争
は
、
同
盟
の
凋
占
的
地
位
に
大
な
る
影
響
を
奥
ふ
る
こ
ご
が
出
来
な

ν。
均
し
〈
カ

1
ル

7
P
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
放
川
市
に
於
て
、
海
運
業
に
於
け
る
も
の

z・
製
活
工
業
又
は
鉱
業
に
於
け
る
も
の
ご
は
、

か
く
の
如
き
差
異

が
あ
る
。

然
ら
ば
.

か
、
る
差
異
は
如
何
な
る
蕗
よ
h
来
る
か
。
そ
れ
は
、

一
言
に

t
て
い
へ
ば
、
海
洋
の
白
血
性
よ
り

(
第
六
競

梅
題
同
盟
の
排
他
的
手
段
に
封
す
る
北
米
合
来
園
田
政
策

第
二
十
ニ
佳

七
} 

九

O
七

言荷

叢

本誌第十じ寄帯二倒、「揃山海辺業者の排他的手段J、向、第三 f巷第六腕「運

賃延民制J1易問、
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ili耐

是正

協
連
制
盟
山
抗
他
的
手
段
に
謝
す
る
北
米
合
衆
圃
の
政
策

第
二
十
二
巷

(
停
六
挽

;1. 
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九

O
A

来
る
の
で
め
る
o

陸
上

ω産
業
に
あ
ち
て
は
、
製
造
工
業
叉
は
鉱
業
の
如
き
色
の
は
、
前
越
の
如
〈
、

'Iν 
ゴ
1
3
-
7

ル
組
織
の
結
川
市
ご

L
て
生
産
尿
料
の
大
部
分
を
支
即
す
る
の
地
位
に
立
ち
・
交
通
業
に
ゐ
、
り
て
も
、
通
路
の
専
用

に
よ
り
て
.

毛
の
通
路
上
に
於
け
る
交
通
を
支
配
す
る
の
地
位
に
立
も
、
そ
れ
に
よ

h
て
獅
占
的
地
位
を
確
保
す

る
ニ
ご
が
出
来
る
の
で
ゐ
る
が
、
海
運
業
に
於
て
は
、
生
産
原
料
の
支
町
も
な
〈
、
遁
踏
の
専
用
も
な
い
。
若

L

七
件
迩
業
に
於
て
カ
1
ル

7
F
の
物
的
支
配
の
針
象
を
求
む
る
な
ら
ば
‘
そ
れ
は
般
加
で
あ
る
。
然
る
に
・

苧
』
の
般

陥
加
な
る
も
の
は
、
何
人
も
自
由
仁
所
有
し
又
は
傭
船
し
得
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
通
路
ご
す
る
所
は
、
出
入
の
白

山
な
る
使
矧
仁
開
放
せ
ら
れ
た
る
海
洋
で
あ
っ
て
、

こ
、
に
は
何
人
も
専
用
の
機
利
を
設
定
L
得
5
る
蕗
で
あ

る
o

故
に
海
運
業
者
は
コ
ン
ア
ア

v
y
z
を
組
織
し
て
一
定
の
航
舶
を
支
配
し
て
居
っ
て
も
・

そ
の
支
配
は
、
陸

上
産
業
に
於
げ
る
物
的
支
配
ご
異
与
、
何
等
肌
排
他
的
な
る
作
用
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
o

コ
ン
プ
ア
レ
V

ス
の
猫
占

に
針
抗
せ
ん
ご
す
る
も
の
は
、
何
時
に
て
も
船
舶
を
準
備
し
て
こ
凶
自
由
舞
憂
た
る
向
洋
に
盛
場

L
、
そ
の
顧
客

た
る
荷
主
を
奪
取
す
る
・
』
ご
が
出
来
る
。

何
等
か
の
手
段
に
よ
り
て
、

外
部
よ
b
の
競
争
を
阻
止
す
る
に
あ
ら

g
れ
ば
、

か
、
る
組
織
の
作
成
も
殆
ど
無
意

か
〈
の
如
〈
、
海
運
業
者
は
コ
Y

フ
ア
レ
ン
ス
を
組
叫
制
す
る
も
、

そ
の
組
織
自
躍
の
み
に
依
頼

L
て
は
、
濁
占

的
地
位
を
確
保

L
得
5
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
折
角
、
之
に
よ
り
て
加
盟
者
相
互
の
競
守
を
廃
止
し
て
も
、
更
に
、

味
ピ
な
る
の
虞
れ
が
あ
る
o

こ
れ
コ

y

フ
ア
レ
V

A

に
於

τは
、
競
守
者
を
排
尿
す
る
の
作
用
あ
る
何
等
か
の
手



す
る
唱
』
ご
が
出
来
る
。

間
接
手
段
己
い
ふ
は
、

荷
去
を
自
己
の
替
業
仁
芯
き
付
け
泣
〈
-
】
己
に
よ
り
・

競
争
海
運

段
の
採
用
を
必
要
吉
す
る
の
理
由
で
あ
る
o

コ
ン
フ
ア
レ
ジ
ス
が
採
用
す
る
排
他
的
手
段
は
、

之
を
分
類
す
れ
ば
、
間
後
手
段
さ
直
接
手
段
己
の
二
大
別
正

業
者
り
岨
官
業
の
成
立
を
困
難
な
ら

L
崎
、
以

τそ
の
後
生
を
阻
止
す
る
子
段
で
あ
っ
て
、

そ
の
去
な
る
も
の
Z
し

て
は
制
は
川
叩
4
0
遁
賃
延
回
出
制
(
口
忠
司
注
目
N
G
号
m
3
Z目
)
吉
、
契
約
制
(
h
oロ
昨
日
n
H
印
可
山
内
向
日
)

ぜ
が
あ
る
。
直

接
手
段
、
己
い
ム
は
、
競
争
者
の
競
争
行
潟
に
拠
到
し
て
攻
撃
を
加
へ
之
に
よ

h
て
毛
の
競
争
を
厳
止
せ
し
め
ん
ご
す

る
所
の
、
言
は
v
戦
闘
的
手
段
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
は
.
競
争
撃
退
舶
の
使
用
で
ゐ
る
。

運
仕
同
延
固
刑
制
己
レ
ム
は

w

定
期
船
合
駄
が
モ
の
帥
に
受
納
[
た
，
Q

漣
貨
の

一
部
分
を
、

特
殊
の
憐
件
を
履
行
し

た
る
荷
主
に
特
殊
の
方
法
に
よ
り

τ梯
戻
す
制
度
で
め
っ
て
、

一
つ
の
ヨ
ン
フ
ア

v
v
z
に
加
盟
す
る
定
期
船
曾

枇
は
聯
合
協
同
し
℃
同
一
の
保
件
正
同
一
の
方
法
己
に
よ
り

τ之
を
行
ふ
の
で
あ
る
。
削
も
、
荷
主
が
コ
ン
ア
ア

V

ン
ス
航
路
に
於
げ
る
彼
の
運
法
貨
物
を
一
定

ω期
間
(
通
情
、
六
ヶ
月
)
・
専
ら
コ
ン

7
7
v
y
-
-肋
胤
般
に
の

み
委
託
し
、
絶
品
到
に
他
の
海
運
業
者
に
委
託
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

ヲ
ぞ
の
期
間
に
支
出
加
ひ
た
る
運
賃
総
額
の
一
定

割
合
(
通
常
、

一
割
)
を
割
反
金
ご
し
て
.

を
の
期
間
縦
過
後
に
之
が
宇
級
(
印
も
五
歩
)
を
梯
戻
し
、
百
比
一
九
引
綴

き
一
定
的
期
間
、
他
の
海
運
業
者
じ
蓮
迭
の
委
託
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
前
の
期
間
に
劃
す
る
制
民
金
の
残
り

~\Í注

叢

海
運
同
問
白
排
他
川
手
段
に
劃
す
る
北
米
合
衆
闘
の
政
鍛

第
二
十
二
容

へ
第
六
日
鴨

'L ) 

九
C
九



Ef証

叢

梅
謡
同
盟
の
排
他
的
手
段
に
謝
す
る
北
来
A
V
衆
岡
山
政
策

第
二
十
二
巻

(
第
六
続

。
) 

ブL

O 

の
字
額
(
卸
も
、
ま
た
五
彦
一
)
を
揃
戻
す
仕
組
で
あ
る
。

故
に
、
運
賃
延
反
制
に
は
梯
国
民
を
受
く
る
俊
件
正
し
て
具
る
意
味
を
も
っ
所
の
二
つ
の
期
聞
が
あ
る
o

そ
の
一

は
、
制
国
民
の
一
冗
本
た
る
べ
き
運
賃
額
が
積
算
せ
ら
る
、
期
間
で
、
且
っ
そ
の
経
過
後
割
反
額
り
宇
額
が
直
も
に
支

梯
は
る
、
期
間
で
あ
る
。
之
を
計
算
期
間
ご
レ
ふ
U

そ
の
こ
は
、
梯
戻
さ
る
べ
き
金
制
は
慨
に
第
一
の
期
間
に
於

て
積
算
せ
ら
れ
た
る
運
賃
制
を
基
本
吉
し
て
確
定
し
、
且
っ
そ
の
字
額
は
阪
に
支
捌
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
残
h
の
竿
額
の
柳
田
川
を
受
(
る
が
た
め
に
は
、
な
ほ
引
総
き
他
叫
海
運
業
者
に
絶
謝
に
蓮
迭
の
委
託
を
す

る
こ
ど
な
〈
し
て
.

そ
の
経
過
を
待
た
ね
ば
な
ら
凶
期
間
で
あ
る
。
故
に
之
を
留
保
期
間
己
い
ふ
o

荷
主
は
、

』

の
計
算
期
間
ご
留
保
期
間
Z
の
二
期
間
内
、
絶
品
到
に
コ
ン
フ
ア
レ

y

ス
外
の
般
に
積
荷
を
な
古
川
γ

る
に
於
て
初
め

τ、
完
全
に
割
戻
金
の
支
釧
を
受
〈
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
海
外
貿
易
を
笹
め
る
荷
主
は

常
に
継
続
的
に
貨
物

ω蓮
迭
を
定
期
船
曾
此
に
委
託

Lτ
居
る
の
で

あ
る
か
ら
、
彼
に
ご
っ

τは
、
計
算
期
間
ご
留
保
期
間
ご
は
常
に
相
重
複
連
続
し
て
存
在
す
る
こ
吉
、
な
る
。
従

っ

τ彼
は
、
制
戻
金
の
支
掛
を
受
〈
る
が
た
め
に
は
、

一
日
ご
し
て
コ

Y

7
ァ
レ
ン
ス
外
の
船
舶
を
利
用
す
る
の

機
合
は
な
い
o

卸
も
・
そ
れ
は
、

コ
ン
フ
ア

V

ン
ス
よ
句
見
れ
ば
、
荷
主
を
金
銭
的
利
盆
を
以
て
位
。
与
し
て
居

る
こ
E
で
あ
る
。
運
賃
延
戻
制
を
以
て
一
つ
の
去
で
ゐ
る
ご
見
倣
す
も
の
、
ゐ
る
の
は
ニ
の
故
で
ゐ
る
。
而
L

て
こ
の
制
度
が
か
(
の
如
〈
荷
主
を
民
命
名
し
て
、
積
込
船
舶
を
選
鐸
す
る
の
自
由
を
奪
ふ
ぜ
い
ふ
白
働
的
作
用



あ
る
が
故
に
、
従
っ
て
ま
た
ヨ
ン
ア
ア

v
v
z
外
の
海
運
業
者
を

[τ
ゴ

Y

アア

v
y
z
航
路
に
於

τは
、
積
込

貨
物
を
得
せ
し
め
守
、

ぞ
の
幡
宮
業

ω成
立
を
妨
げ
・

2

Y

7

ァ

v
y
Z
4
・0
一
言
へ
ば
、
そ
の
競
宰
・
を
排
尿
す
る
の

作
用
ゐ
る
も
の
E
な
る
の
で
あ
る
。

四

運
賃
延
戻
制
に
於
て
、
荷
主
が
定
期
船
曾
駄
に
拘
束
せ
ら
る
、
は
・
割
戻
金
の
得
喪
ご
い
よ
利
害
関
係
に
よ
っ

て
h
v

あ
る
。
故
に
之
を
以
て
経
法
的
拘
束
手
段
郎
も

2
。
B
E
E
-
t
o
t
言
。
得
る
芭
す
れ
ば
、
こ
、
に
通
ぶ
る

諦

議

梅
出
同
盟
白
排
他
削
手
段
忙
劃
す
る
北
米
骨
来
園
田
政
策

第
=
十
二
巷

(
集
大
観

一) 

ブl

" ~.い.-，，，+"い"'L"".，，(，，~";;!鳴が切手、持網抑制問鵡掛機体納得 'I:\'fi';~&.;f'o/Þ'''''' 叫が 'W--'，何恥

契
約
制
は
法
律
的
拘
束
手
段
卸
も

-a巳
宮
古
言
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

之
を
分
っ
て
一
一
期
間
契
約
制
、
二
一
般
契
約
制
、
三
選
捧
制
及
び
四
大
量
貨
物
契
約
制
の
四
つ
ご

契
約
制
は
、

す
る
ニ
正
が
出
来
る
。

期
間
契
約
制

(
P
E
E
n
Z
0
5吋
μ

官
民
。
ι)
に
は
特
殊
貨
物
に
閲
す
る
期
間
契
約
制
{
の
自
同
E
n
z
ぇ
3
5
2
a

】

R
O
O
E
E。
住
民
自
)

正
一
般
の
貨
物
に
閲
す
る
期
間
契
約
制

(
P
E
E
n
g
色
問
。
吉
区
岳
山
唱
E
g
t
)
ざ
が
あ
る
。

前
者
は
、
特
定
の
航
路
に
於
け
る
特
殊
貨
物
に
つ
き
、
荷
主
側
は
之
を
専
ら
コ
ン
ブ
ア
レ
V

A

所
風
船
仁
の
み
積
込

む
こ
ご
を
約
す
る
に
謝
し
て
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
所
助
曾
枇
は
、
之
に
劃
し
て
は
、

一
定
の
期
間
、
荷
主
組
合
正

の
協
議
に
よ
り
て
定
め
た
る
一
定
の
運
賃
を
以
て
取
扱
ム
こ
ご
を
約
す
る
契
約
で
あ
る
。
而
し
て
多
〈
の
場
合
に

11 

こ
の
契
約
は
荷
主
組
合
己
コ

y
フ
ア
レ
ン
ス
芭
の
閥
の
集
合
契
約
で
ゐ
る
。
体
偶
者
は
ヨ
V

ア
ア
レ
Y

A

加
盟



論

設

梅
運
同
盟
白
排
他
向
手
段
に
討
す
る
北
米
合
衆
園
。
政
策

第
二
十
二
審

(
第
六
班

) 

1ι 

の
定
期
船
曾
枇
が
個
々
の
荷
主
古
制
別
的
に
締
結
す
る
も
の
で
、
曾
枇
が
定
む
る
所
の
運
貨
に
よ
り
て
一
定
の
期

間
専
ら
そ
の
品
目
枇
の
所
一
風
船
叉
は
コ
ン
フ
ア

V

Y

1

所
属
般
に
の
み
運
送
委
託
を
な
す
こ
正
を
荷
主
が
約
す
る
の

で
あ
る
。
前
者
が
、
集
合
契
約
で
あ
る
に
封
L
、
後
者
は
、
個
別
契
約
で
ゐ
る
こ
正
、
並
び
に
前
者

ω運
賃
は
、

コ
Y

フ
ア
レ
ン
ス
ご
荷
主
組
合
E
の
協
議
に
よ
b
て
定
め
ら
れ
た
る
も
の
な
る
仁
、
後
者

ω
そ
れ
は
、

コ
ン
ア
ァ

v
v
z
側
の
車
酬
明
意
思
に
よ
h
て
定
め
た
る
も
の
な
る
の
賄
仁
於
て
、
両
者
の
差
異
が
あ
る
。

一
般
契
約
制
(
の
0
5
E
n
o巳
E
a
a民
向
日
)

=ν
ふ
は
、

2

Y

ファ

v

y
そ
ご
貿
易
商
組
合
己
の
聞
に
.

定

の
期
間
、
営
該
航
路
に
於
げ
る
総
て
の
運
迭
を
、

一
手
に
コ
ン

7
7
v
y
λ

所
嵐
品
目
枇
に
委
託
す
る
こ
己
を
協
定

L
、
そ
の
運
賃
も
隻
方
の
協
議
に
よ
h
て
定
む
る
制
度
で
あ
る
o

但
し
、
契
約
は
こ
の
協
議
に
よ
り
て
定
め
ら
れ

た
る
同
一
内
容
を
有
す
る
も
の
を
各
荷
主
吉
各
定
期
航
曾
枇
芭
の
聞
に
、
側
々
に
締
結
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
契

約
は
形
式
上
に
於

τ個
別
契
約
で
あ
h
p
、
E
つ
荷
主
が
常
該
航
路
に
於
て
運
迭
す
る
所
の
一
切
の
貨
物
を
一
子
に

コ
Y
7
7
v
r
z
所
風
船
仁
委
託
す
る
の
勅
仁
於
て
、
前
越
の
一
般
の
貨
物
に
閲
す
る
期
間
契
約
ご
類
似
L
τ
、

て

一
般
貨
物
に
闘
す
る
期
間
契
約
己
相
違
す
る
の
で
あ
る
。

特
殊
貨
物
に
閥
T
る
期
間
契
約
己
相
違
し
、
ま
た
質
賃
上
に
於
て
集
合
契
約
た
る
の
結
、
並
び
に
運
賃
が
コ
ン
フ

ア
V

V

A

Z

荷
主
組
合
己
の
協
議
に
よ
h
て
定
め
ら
る
、
結
に
於

τ.
特
殊
貨
物
に
闘
す
る
期
間
契
約
ご
類
似
し

選
捧
制

(
O
E。
E-
巳百
E
E耳
切
可
件
。
自
)

正
い
ふ
は
、
荷
去
を
し
て
、
前
述
の
一
般
契
約
制
正
運
賃
延
艮
制



ど
の
い
づ
れ
か
一
方
を
自
由
に
選
捧
せ
し
む
る
制
度
で
あ
る
o

印
も
こ
の
制
度
の
行
は
る
、
所
に
ゐ
h
τ
は
、
荷

主
側
の
組
合
ご

3
y
ア
ア
レ
ン
ス
ご
の
協
議
に
よ
り

τ、
運
迭
の
一
手
委
託
の
契
約
の
内
容
を
定
め
、
差
民
を
も

)""与 ヤ十テ

協
定
し
、
定
期
船
曾
刷
は
之
を
印
刷
に
附
し
て
そ
の
荷
主
に
配
布
し
、

こ
の
契
約
に
よ
っ
て
迩
訟
の
委
託
を
な
す

を
利
盆
な
h
正
忠
ふ
荷
主
に
は
、
荷
主
組
合
の
組
合
員
た
る
正
一
台
ど
を
附
は
ず
、

一
般
に
何
人
に
劃

Lτ
も
之
を

締
結
す
る
こ
子
乞
得
し
む
る
ご
共
に
、

-
』
の
契
約
に
よ
ら
宇
し
て
、
運
賃
延
民
制
の
下
に
あ
る
を
便
利
な
ち
ご
な

す
荷
主
に
射
し
て
は
、
叉
何
人
に
て
も
、

そ
れ
に
よ
り
て
・
迩
迭
を
委
託
す
る
ニ
ご
を
得
し
む
る
の
で
ゐ
る
o

以
上
述
べ
た
る
契
約
制
は
、

い
づ
れ
も
、

一
定
の
期
間
荷
主
が
定
期
船
合
似
に
一
手
運
送
の
委
託
を
な
す
も
の

で
あ
る
が
、
調
は
ゆ
る
大
抵
貨
物
契
約
制
(
の
0
5
2
8
営
]
山
花
O
A
C
E
E
E
)
な
る
も
の
は
、
臨
時
仁
大
量
貨
物

の
脆
迭
を
な
す
荷
主
、
例
へ
ば
政
府
、
政
一
胤

餓
近
曾
枇
、
海
外
企
業
合
枇
等
が
、
前
外
に
於
け
る
事
業
の
た
め

""""-"，""l1~;"A.~均一 ".r

に
輪
迭
す
る
所
の
大
量
貨
物
に
謝
し
、
定
期
船
曾
耐
が

Feの
会
最
を
特
定
の
迩
貨
を
以
て
引
受
〈
る
契
約
で
あ

る
o

従
来
・
述
べ
た
る
所
は
、
-
宇
治
行
は
る
、
所
の
貿
易
仁
川
到
す
る
契
約
で
あ
る
が
、
之
は
臨
時
に
総
活
せ
ら
る

、
貨
物
に
謝
す
る
契
約
で
あ
る
。

今
日
、

つン
7

ア
レ
ン
ユ
が
荷
主
拘
束
手
段
ご
し
て
採
用
せ
る
契
約
制
の
主
な
る
も
の
は
、
大
要
右
に
遁
ぷ
る

が
如
き
も
の
で
あ
る
o

荷
主
が
こ
れ
ら
の
契
約
を
定
期
船
曾
枇
ご
締
結
す
る
正
き
は
、
彼
は
そ
の
契
約
の
内
容
に

従
っ
て
相
手
方
た
る
定
期
術
品
開
枇
仁
卦
し
一
手
に
運
誌
の
委
託
を
な
す
の
義
務
を
負
ふ
司
」
ご
、
な
る
o
そ
の
が
果
、

前

業

梅
遮
川
出
の
排
他
的
手
段
に
劃
す
る
北
米
令
披
岡
山
政
錠

第
二
十
ニ
笹

(
停
式
凱

) 

九

「



面面

議

栴
誕
同
脱
の
排
他
的
手
段
に
射
す
る
北
米
合
衆
酬
の
政
策

停
ニ
」
l

二
容

(
路
大
山
肌

rm 

ゴL

凶

コ
シ
プ
ァ

レ
y
λ

側
よ
り
見
れ
ば

こ
れ
ら
の
荷
主
よ
内
積
荷
を
得
る
こ
ど
能
は
ぎ
る
ご
己
、
な
ふ
り
、
従
っ
て
之
を

d

，
 

ヨ
}
の
契
約
制
は
排
他
的
手
段
た
る
作
用
を
表
は
す
こ
ご
、
な
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ン
ア
ァ
レ

y
z
外
の
船
主
は
、

五

コ
ン
ブ
ア

V

ン
ス
は
、
上
に
越
ぺ
た
る
所
の
運
賃
岡
地
一
民
制
又
は
契
約
制
に
よ
h

て
荷
主
を
拘
束
し
、
統
府
宇
海
運

業
者
の
献
営
業
を
困
難
な
ら
し
め
、

そ
の
姉
占
的
地
位
を
擁
護
す
る
り
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
若
L

g

y

フ
ァ
レ

y

ス
の
蓮
貨
が
不
詰
仁
高
き
か
、
戒
は
北
(
他
の
瓢
仁
於
て
も
荷
主
の
利
。
柑
を
佼
害
す
る
こ
さ
あ
ら
ば
、

2

y

ファ

ν

ン
ス
外
の
船
十
工
は
置
も
仁
一
』
、
に
侵
入
し
来
つ

τ、
-
}
れ
ら
の
荷
主
を
奪
取
す
る
こ
己
、
な
る
。

ょ
の
場
合
に
コ

ン
ア
ア
レ

y
z
が
之
に
謝
抗
す
る
の
手
段
ご
し
て
、

ご
る
所
の
も
の
が
謝
は
ゆ
る
競
守
撃
退
船
(
百
四
『
門
戸
ロ
向
島
一
勺
ω)

で
め
る
o

卸
も
腕
信
者
の
奪
は
ん
ご
す
る
貨
物
を
、
特
に
安
き
運
賃
を
以

τ引
き
波
ひ
、
そ
の
管
業
を
し

τ成
h
，

立
た

F
ら
し
め
ん
ご
す
る
の
で
あ
'
Q
。

競
争
脚
申
込
舶
は
、
競
守
#
唱
が
後
生
す
る
に
及
ん
で
始
め
て
、

コ
ン
フ
ア
レ
Y

1

加
間
合
枇
の
所
有
航
中
よ
h
趨

蛍
な
る
も
仙
e
V
】
越
ん
で
使
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
併
し
又
特
仁
平
協
よ
り
「
戦
闘
聯
令
L
(同
日
開

E
Z
B
?

日

UOE民
C

ロ
)
な
る
も
の
を
組
織
し
、
之
が
競
字
削
鞭
退
般
ご
し
て
使
用
す
ぺ
型
政
隻
の
船
舶
を
平
素
よ
ち
用
立
じ
て
居

っ
て
、
事
な
き
聞
は
他
の
傭
舶
に
腿
じ
て
通
常
の
利
盆
を
基
げ
、

一
明
競
争
者

ω
現
は
る
、
に
及
ん
で
、
之
を
撃

港
周
に
用
ゐ
る
ご
い
ふ
仕
組
を
作
る
こ
ご
も
あ
る
o

か
、
る
聯
ん
官
は
、
も
己
よ
り
、
そ
の
平
常
の
営
業
利
盆
が
本



来
の
目
的
で
は
な
〈
.
競
争
者
の
帥
院
議
台
第
一
目
的
ご
す
る
の
で
め
っ
て
、
聯
合
の
費
用
は
之
を
組
織
せ
る
各
曾

同
『
内
庁
百
九
な
る
も
の
は
、

濁
逸
の
六
大
合
枇
が
戦
前
に
机
織
し
て
居
っ
た
か
の
ふ
ち
色

rEj

こ
の
戦
闘
聯
介
で
あ
る
ピ
の
こ
ど
で
ゐ
る
o

此
の
分
携
に
よ

h
τ
排
す
る
の
で
あ
る
。

競
守
帥
草
川
地
舶
は

コ
ン
ブ
ァ
レ
ン
ユ
叉
は
戦
関
税
合
の
加
川
問
者
が
共
同
の
投
川
を
以
て
迩
武
戦
に
之
を
使
加
す

る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
戦
訟
に
釣
抗
す
る
競
守
者
は
叫
取
締
の
費
削
に
て
針
戦
す
る
の
で
め
る
。
従
つ

t
ニ
の
戦
法

が
川
ゐ
ら
る
、
ご
さ
は
、
統
守
者
は
資
力
的
駄
に
於
1
先
づ
不
利
(
悼
の
地
位
に
立
つ
。
ク
て
れ
の
み
な
ら
守
、

プ
ア
レ
Y

R

は
戦
闘
吻
合
合
組
織
す
る
さ
否
正
に
拘
は
ち
ゃ
，
、
平
常
よ
h
多
放
の
船
舶
を
以

τ頻
紫
な
る
航
泌
を

し
て
居
る
も
り
で
ゐ
h
J
.

之
に
針

L
て
精
力
館
守
を
開
始
す
る
も
の
は
車
に
φ
数
の
舵
細
企
以
て
封
抗
す
る
の
で

あ
る
。
従
っ

τ競
争
荷
の
着
は
ず
る
所
は
、
自
然
、
時
過
の
貨
物
で
は
な
く

L
て
常
該
航
焔
に
於
げ
る
主
要
貨
物

た
る
を
常
正
す
る
。
故
に
競
守
開
始
の
場
合

コ
ン
ブ
ア
レ

γ
ス
は
普
通
貨
物
に
つ
い
て
は
、

そ
の
筑
率
を
あ
ま

り
引
下
げ
る
こ
ご
な
〈
ご
も
、

之
は
通
常
の
定
期
般
に
的
以
る
ニ
さ
が
山
本
市
、

た
uv

辛
の
主
要
貨
物
に
謝
し
て
の

み
破
格
の
一
連
貨
の
競
守
川
望
退
鮒
を
周
ゐ
て
針
抗
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
o

こ
の
関
係
仁
於
て
、
競
争
者
は
か
、
る

運
賃
械
に
於
工
失
ふ
所
め
投
仰
が
甚
に
大
で
あ
る
制
介
に
、

コ
ン
フ
ア
レ
ン
λ

の
側
は
さ
は
げ
と
で
も
な
い
ご
い
ふ

こ
ご
に
な
る
。
競
争
撃
退
加
な
る
も
の
は
、

こ
れ
ら
の
貼
よ
h
見

τ、
競
争
お
に
ご

h
て
は
甚
に
手
痛
一
苦
戦
法
で

め
る
。
そ
し

τ、
か
、
る
戦
訟
は
、
商
業
此
t
m
J

ご
し
て
、
如
何
に
も
非
紳
士
的
な
る
も
の
で
、
普
通
の
運
賃
戦
仁

捜

前

出
迎
伺
関
心
排
他
的
手
段
に
封
ず
る
北
米
骨
来
酬
の
政
策

第
二
十
こ
を

(
誌
六
妨

五

九

五

コ

ン
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主調

j臣

山
町
混
同
盟
山
胡
他
的
手
は
に
刻
す
る
北
米
合
衆
悶
の
政
筑

部
二
十
一
一
巻

;九

(
銘
ぃ
ハ
抗

於
て
は
あ
ま
h
多
〈
の
例
は
な
〈
、

そ
の
著
し
き
例
は
戦
前
の
猫
逸
曾
刑
に
於
て
見
る
だ
け
で
あ
る
。

ー，、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
郷
市
的
地
位
を
維
持
せ
ん
が
た
め
に
、
」
る
所

ω排
他
的
手
段
の
主
な
る
も
の
は
、
右
に
遁

ぷ
る
が
如
き
も
の
で
ゐ
る
。

き
て
、
こ
れ
ら
の
手
段
に
釣
L
E
北
米
合
衆
国
は
如
何
な
る
態
度
を
以
て
臨
み
、
如

何
な
る
政
策
を
ご
っ
て
居
る
か
。

一
般
に
産
業
の
湖
占
的
合
同
を
祭
止
す
る
こ
さ
れ
ぜ
以
て
閥
栄
子
し
て
居
る
合
衆
闘
に
於
℃
は
、

コ
Y

ファ

V

ン

ス
仁
針
L
て
も
、
常
初
は
prの
同
胞
そ
の
も
の
ぜ
禁
止
す
る
の
娘
皮
を
ご
っ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
一
比
二
二
年
に

於
け
る
の
O
B
5
5目
。
ロ

H
r
o
H
[
白
各
自
片
沼
包
ロ
O
E
ι
岡山

ωFmng
の
調
査
研
究
の
結
果
、
こ
の
態
度
を
改
む
る

こ
ど
、
な
1hJ

、

一
九
一
六
年
に

m
E宅
百
叫
〉
a
k
g制
定
す
る
に
常
、
り
、

3

Y

ア
ア
レ
ン
ス
協
約
は
如
何
な
る
も

の
も
之
を
船
舶
院
に
閥
山
づ
る
こ
ど
を
要
す
ご

ι、
同
院
に
よ
り
て
沼
可
せ
ら
れ
た
る
協
約
は
総
て
合
法
的
な
る

も
の
ご
し

τ、
之
を
合
同
禁
止
法
の
通
用
範
国
外
に
泣
か
る
べ
注
こ
言
、
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
悩
は
、

忍
が
世
田
日
て
本
誌
上
に
越
ぺ
た
る
所
で
あ
る
o

こ
、
に
は
、
前
逃
り
各
柿
の
排
他
的
子
段
に
劃
す
る
政
策
を
地
ペ
ん

ご
す
る
の
で
あ
る
。

前
越
の

の
O
B目
5
2
。ロ

HZ
足め

R
E口
付
冨
山
口
口
巾
自
品
目
ω72一
日
は
、

コ
Y

フア

v
v
z
の
排
他
的
手
段
に

つ
い
て
は
殆
ど
会
〈
否
定
的
態
度
セ
己
っ
て
居
る
。
郎
も
、
先
つ
翠
一
町
民
延
艮
制
に
つ
い
て
見
る
じ
、
右
の
季
員
曾
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は
之
を
以
て
荷
去
の
利
盆
を
害
し
、
従
っ
て
九
百
衆
図
的
貿
易
に
有
者
な
る
制
度
で
ゐ
る
ご
認
め
、
是
の
報
告
書
に

次
の
如
く
記
載
し
て
居
る
の

『
運
賃
延
反
制
は
・
次
に
越
ぷ
る
理
山
じ
よ

h
訟
容
す
ぺ
か
ら

F
る
も
の
で
、
且
つ
宜
し
〈
法
作
を
以
て
品
川
止

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

『
一
制
民
金
が
計
算
せ
ら
る
、
期
間
に
総
く
所

ω次
め
三
ヶ
月
又
は
六
ヶ
月
間
、

す
る
-
』
ど
に
よ
っ
て
、
船
主
は
、
商
人
を
連
総
的
に
次
的
期
間
内
、
〔
定
期
船
い
食
耐
の
一
…
聞
に
有
放
に
純
ら
付

こ
の
制
民
金
の
支
挑
を
延
期

今

F
'
1
M
O

L
l
 
こ
の
鮎
に
関
聯
し
て
は
、
通
怖
の
契
約
制
は
、
荷
主
を
、
運
賃
延
反
制
よ
b
生
す
る
が
如
き
総
鎖
的
な

正
い
ふ
-
』
ご
が
論
詮
せ
ら
れ
る
。

る
従
川
腕

ω地
位
に
泣
〈
も
の
で
は
な
い
、

つ
一
こ
の
制
度
円
運
賃
延
瓜
制
〕
は
、
俊
秀
に
[
て
規
律
的
な
る
門
海
運
〕
勢
務
を
般
保
す
る
に
必
要
な
る
も
の
で

(

〉

は
な
い
o
多
数
の
コ
ン
フ
ア
レ
ソ
λ

は
、
今
日
、
こ
の
制
度
な
〈

L
て
経
営
さ
れ
て
居
る
o」

か
〈
の
如
〈
.
委
員
耐
H
U
、
運
賃
延
反
制
に
つ
い
て
は
、
非
認
的
態
度
を
ご
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の

報
告
書
に
見
は
れ
た
る
所
よ
ち
然
す
れ
ば
、
契
約
制
は
、
本
ろ
之
を
認
容
す
べ
き
も
の
で
め
る
ご
の
見
解
を
ご
る

様
で
あ
る
。
併
L
、
そ
の
決
議
に
つ
い

c
見
る
ら
、
ま
た
、

そ
の
立
法
に
閲
す
る
建
議
に
於

τ見
る
も
、
こ
の
委

員
食
は
運
賃
延
艮
制
の
代
り
ご
し
て
契
約
制
を
採
用
す
ぺ
吉
こ
正
念
積
極
的
に
糊
告
す
る
の
越
旨
は
何
蕗
に
も
見

常
ら
な
い
。
且
つ
、
果
し
て
、

こ
の
委
員
合
が
、
契
約
制
を
認
容
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
に

L
て
も
、
そ
の
契

誕

市
出
同
盟

ω
排
他
的
手
段
に
到
す
る
北
米
合
衆
悶
の
世
鍛

(銘
J
h

腕

論

第
二
十
二
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論

議

海
辺
同
胞
の
排
他
的
手
段
に
討
す
る
北
米
合
衆
回
目
政
策

hmm
六
硯

第
二
」
l

二
谷

ハ‘

)L 

ノ、

約
制
は
、
各
荷
主
を
平
等
に
取
扱
ひ
、
何
錯
す
の
特
恵
的
分
子
を
合
ま
ぜ
λ

じ
る
も
の
た
る
を
要
す
る
一

-
Z
は
、
こ
の
委
員

曾
が
荷
主
に
劃
す
る
業
別
的
待
泌
を
一
切
股
林
市
す
ぺ
き
も
の
ご
し
て
居
る
地
旨
よ
り
見

τ明
か
な
る
所
で
あ
る
o

さ

τ(川

0日
目
庄
内

0
3
匹
。
》
-
2
n
E己
国
高
包
5
2
ι
担
任
E
E
は
、
運
賃
延
戻
制
に
つ
き
右

ω如
量
点
以
見
を
衣

示
し
た
る
後
、
真
に
コ

y

y
プ
レ
ン
ス
抜
び
に
そ
の
釧
他
的
子
段
に
謝
す
る
取
締
正

L
て
そ
の
報
告
古
に
次
の
如

注
こ
正
を
政
府
に
建
議
し
た
o

印
ち
一

F
E
M
g
z
n
c
E
E
q
nゅの
C
B
E
Z
E
を
し
て
、
そ
の
脆
併
機
胤
ご
す
る

(
 

)
 

4

』
吉
、
一
一
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
契
約
及
び
コ
ン
ブ
ヲ
レ
ン
ス
加
脱
命
日
枇
ピ
介
永
岡
荷
主
己
の
契
約
は
、
総
て
之
に
同
畑

山
で
、
、

p
r
h

の
認
可
な
一
市
立
す
る
も
の
ご
す
る
一
一
芝
、
三

f
f
2
2
Z

(
 

E
H
O
E
S
R
C
c
B
E耳打。

そ
れ
ら
が)

 

之
が
版
来
を
命
宇
る
雌
協
を
有
す
る
-
て
己
、
問(

 

C
E日
目
立
o
ロ
は
、
船
主
が
貸
率
の
決
定
、
船
腹

ω提
供
、
荷
主
己
の
契
約
等
に
つ
き
、

(リ。ョョ。河内

つ
。
ョ
ヨ
古
見
コ
コ
主
、

不
公
主
又
は
差
別
的
な
る
性
伎
を
心
付
す
る
ご
訟
む
る
己
主
は
、

差
別
的
取
扱
ひ
を
な
す
や
況
や
、
荷
主
の
正
常
な
る
m
m
害
賠
償
の
請
求
を
不
公
正
に
決
定
し
、
又
は
貨
物
の
取
扱

)
 

ひ
に
つ
き
池
誌
な
る
注
立
を
抑
ふ
や
否
や
等
を
油
資
す
る
楳
他
企
心
付
す
る
も
の
た
る

v

」

t
h
五
運
賃
延
反
制
、
腕

ニ
れ
が
、
委
円
以
命
的
排
他
的
手
段
に

晴
ず
帥
草
川
記
仙
川
荷
主
に
劃
す
る
前
川
何

ω抑
制
山
悦
的
拒
絶
な

H

と
を
い
治
止
す
る
こ
に
O

封
す
る
結
論
で
あ
る
。

七

合
衆
国
は
、

一
九
二
ハ
年
に
前
週

ω如
〈
、
印
日
比
日
μ

日U
E四
〉
の
同
を
制
定
し
た
。

こ
の
扶
作
は
、
前
辿
の
委
員
品
目
の

F 



調
査
報
告
を
基
礎
Z
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
事
情
の
縫
化
に
よ
ら
、
必
中
し
も
委
員
品
目
の
意
見
そ
の
俄
に

は
作
ら
れ
て
屈
な
い
。
郎
も
、

コ
ン
ア
ア

V

ン
ス
の
監
併
機
胸
ご
し
て
も
、
委
員
曾
の
案
に
よ
れ
ば

F
R
E
E
Z

の
O
B
B
q
n
o
n。
目
白
山
由
E
P
が
之
に
常
一
る
の
で
ゐ
っ
た
が
、

ニ
の
法
律
に
よ
れ
ば
印
E
市
立
口
四
国

Z
E
が
之
に
信
る

こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。

印庄司日
u

宮
崎
〉
♀
は
、

そ
の
第
十
四
傑
を
以
℃
ヨ
ン
ア
7

v

y
ス
の
胡
他
的
手
段
全
列
悲
し
て
之
を
祭
止
し
て
府

h
、
そ
し
て
-
】
の
俊
文
は
、

一
九
二

O
年
の
昌
司
n
r
E
冨
釦
江
口
。
〉
立
の
第
二
十
僚
に
よ
ち
修
正
せ
ら
れ
た
が
、

排
他
的
手
段
の
禁
止
は
事
ろ
一
一
府
制
限
し
く
な
っ

t
居
る
。
漣
貨
延
同
氏
制
ご
競
守
接
選
般
の
使
用
ご
は
明
か
に
祭
止

せ
ら
れ
て
底
h
二
契
約
制
も
業
別
的
性
質
を
有
す
る
も
の
は
原
則
正
し

τ禁
止
せ
ら
る
、
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。

叫
肌
守
脚
牢
川
地
船
の
使
加
は
、
前
じ
も
辿
べ
た
る
が
如
く
・
耐
川
柴
山
肌
m
T
正
し
て
川
削
る
非
紳
士
的
行
動
で
あ
る
か
ら
、

之
が
祭
止
に
つ
い
て
は
何
等
の
議
論
も
・
批
許
を
も
加
ふ
る
の
要
は
な

ν。
よ
っ
て
以
下
専
ら
運
賃
延
戻
制
ご
契

約
制
Z
に
謝
す
る
唱
』
の
政
策
を
論
評
す
る
で
あ
ら
ラ
。

J¥ 

]rrRE己
一
冨
包
日
〉
♀
の
第
二
十
僚
に
よ
b
て
修
正
せ
ら
れ
た
る

mr{』U
日
U

山口問

kr
♀
第
十
四
僚
に
よ
れ
ば
運

賃
延
戻
制
の
採
用
が
禁
止
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
争
、

こ
の
制
皮
を
採
用
す
る
所

ω
コ
ン
ブ
ア
レ

y

ス
に
加
盟
す
る

蜘
十
士
郎
川
凶
刷
舶
は
合
4
1
園
地
階
に
出
入
す
る
ニ
古
が
禁
止
せ
ら
る
、
こ
正
に
な
っ
て
居
る
。
故
に
、
今
日
、
合
衆
凶

指
誕
同
盟
白
排
他
的
手
段
に
劃
す
る
北
米
合
衆
凶
の
政
筑

(
第
六
掛

弟
二
寸
ニ
を

j， 
、〆

議

九
一
九

宮前



論

叢

海
遮
同
盟
の
排
他
的
手
段
に
封
す
る
北
米
骨
衆
闘
の
政
策

第
二
十
二
佳

(
第
六
貌

凹

O
)

九

O 

関
係
航
路
に
於
け
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
排
他
的
手
段
正
し
て
最
も
有
力
な
る
運
賃
延
庚
制
を
採

mし
得
な
い
と

芭
に
な
っ

τ居
る
。

運
賃
延
同
氏
制
は
、
前
に
越
べ
た
る
が
如
〈
、
割
反
金
に
閲
す
る
計
算
期
間
芭
留
保
期
間
正
が
常
仁
重
視
漣
縦
L

て
存
在
す
る
が
た
め
に
、
制
度
の
自
倒
的
作
用
に
よ
h
-
金
銭
上
の
刺
害
関
係
を
以
て
、
荷
主
の
積
込
船
舶
を
選

持
す
る
の
自
由
を
い
つ
ま
で
も
奪
ふ
こ
正
、
な
る
か
ら
、
こ
の
蜘
に
於
て
弊
害
を
仲
ふ
廃
れ
が
あ
る
o
併
し
乍

ら
、
こ
の
制
度
は
ま
た
、

ヨ
ン
プ
ア
レ
ン
ス
の
凋
占
的
地
位
を
確
保

L
、
加
盟
の
定
期
船
曾
枇
の
修
業
基
礎
を
確

貨
な
ら
し
む
る
が
放
に
、
優
秀
に

L
τ
規
律
的
な
る
航
海
を
可
能
な
ら
し
め
、
貸
率

ω安
定
ピ
そ
の
総
て
の
荷
主

に
劃
す
る
均
等
己
を
鴨
川
ら
す
の
利
盆
も
ゐ
る
o

今
、
合
血
球
闘
が
、
運
賃
延
戻
制
を
禁
止
す
る
に
歪
胃
り
た
る
は
、

の
利
盆
正
一
野
中
骨
子
乞
比
較
Lτ
、
結
局
弊
容
が
大
な
る
を
認
め
た
る
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
ま
た
他
方
に

は
、
「
多
数
の
コ
シ
プ
ア
レ

y

z
は
、
今
日
、
こ
の
制
度
な
く
し

τ終
間
宮
古
れ
て
居
る
」
が
放
に
、

こ
の
制
出
品
な
(

ど
も
、
定
期
船
事
業
な
る
も
の
は
ヨ
ン
ブ
ア
レ
Y

古
川
組
織
の
み
に
よ
h
t
、
そ
の
倍
業
の
基
礎
を
確
貨
な
ら
し
め

得
る
も

ω吉
見
た
の
に
も
よ
る
の
で
あ
ら
う
o

前
の
見
解
、
却
も
コ
ン

7
ァ
レ
V

ス
の
運
賃
延
艮
制
は
、
利
害
を
比
較
し
て
結
局
そ
の
い
づ
れ
が
大
な
る
か

の
見
解
、
削
も
「
多
数
の
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
‘
今
日

こ
の
制
度
な
く
し
て
経
営
さ
れ
て
居
る
」
苦
い
ふ
の
は
、

fj 

一
岡

ω謝
外
貿
易
上
並
び
に
劃
外
拠
逆
上
に
占
む
る
所
の
地
位
に
よ
り
具
る
も
の
で
ゐ
る
o

併
し
乍
ら
、
後



-
般
的
に
言
へ
ば
、
正
蛍
な
る
も
の
で
は
な
い
。

か
、
る
見
解
は
そ
の
時
同
時
に
於
て
は
、
た
い
γ

北
大
西
洋
航
路
に
の

み
蛍
亡
は
ま
る
事
柄
で
あ
っ

τ、
圭

L
て
現
在
に
於
て
は
、
人
口
衆
国
の
前
掲
禁
止
法
律
の
数
カ
を
及
ぽ
し
得
る
航

路
に
強
制
的
に
さ
う
い
ふ
朕
践
が
作
り
出
さ
れ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
北
大
戸
沖
航
路
な

る
も
の
は
、
英
也
ロ
利
の
問
。
唱
。
耳

0
2
r
o
H円。百円(川
O
B
E
E
S
吉

田

町
H

弔
問
ロ
間
百
ロ
凹
ω

仁
於
て
も
説
明
せ
ら
る
、

如
く
、
旅
客
往
復
の
頗
る
鋭
繁
な
る
所
で
あ
っ
て
、
各
定
期
船
合
副
が
そ
の
た
め
に
使
用
す
る
船
舶
の
貨
物
積
込

に
用
ゐ
得
る
航
胞
が
・

-
」
の
航
路
に
於
け
る
貨
物
量
に
超
過
し
て
居
る
が
た
め
、
彼
等
は
い
づ
れ
も
、
比
統
的
安

き
運
賃
に
て
貨
物
を
取
扱
ム
ヨ
」
己
、
な
り
、

そ
の
結
果
、
新
ら
た
な
る
競
守
者
が
現
は
れ
出
で
、
も
待
ふ
べ
き
貨

物
に
乏
し
〈
、
競
争

ω
依
地
な
〈
、
従
つ

1
ヨ
り
ア
ア
レ
ン
ス
側
よ
り
見
る
も
、
運
賃
延
民
制
の
如
き
排
他
的
手

段
合
必
要
J
G

し
な
い

ω
で
あ
ゐ
O

放
に

EMω
航
路
仁
は
、
多
数
の
コ
Y

フ
ア
ソ

νλ
が
存
出
札
し
て
居
る
が
、

れ

が
い
づ
れ
も
、
運
賃
延
艮
制
を
採
則
し
て
居
な
い
正
レ
ム
ヨ
」
ご
を
以

τ、
宜
主
仁
、

一
般
的
に
、
.
運
賃
延
反
制
な

〈
正
も
2

V

7

P

V

ン
ス
は
、
そ
の
加
脱
者

ω営
業
の
基
礎
を
碓
貨
な
ら
し
む
る
も
の
ご
見
る
の
は
諜
h
で
ゐ
る

Q

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
運
賃
延
戻
制
に
よ
b
て
、
獅
占
的
地
位
を
有
す
る
こ
正
が
、
図
民
縦
憐
全
般
よ
り
見
て
、

有
利
な
る
や
一
台
や
は
、
前
に
も
一
言
し
た
る
如
く
、
閥
怖
に
よ
b
て
兵
る
所
で
あ
る
が
・
併
し
、
今
日
・
荷
も
工

業
製
品
、
そ
の
他
制
は
ゆ
る
高
級
貨
物
を
以
て
釣
外
貿
易

ω中
軸
、
己
な
す
闘
に
ゐ
ち
て
は
、
定
期
出
帆
の
納
行
、

貸
率
的

J

安
定
及
び
そ
の
総
て
の
荷
主
に
劃
す
る
均
等
な
Y
」
、
云
ふ
事
的
は
、
快
〈
べ
か
ら
さ
る
必
要
事
項
で
あ

論

叢

出
迎
同
盟
山
排
他
的
手
段
に
謝
ナ
る
北
米
合
衆
間
山
政
策

第
二
十
ニ
笹

{
第
六
腕

四

) 
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(
払
穴
抗

海
辺
阿
胞
の
排
他
的
手
段
に
対
す
る
比
米
骨
衆
同
内
政
策

協
二
十
ニ
谷

四

ブ{白

議

目面

る
o

而
L
て
こ
れ
ら
心
海
運
界
が
自
然

ω
士
、
な
る
腕
守
山
肌
態
に
あ
っ
て
は
到
底
沼
む
こ

Z
を
得
ざ
る
所
で
あ
っ

て
、
締
ム
リ
コ
ン
ブ
γ

レ
ン
ス
組
織
の
下
じ
定
期
船
業
者
が
獅
占
的
地
位
に
ゐ
る
場
合
に
の
み
間
待
L
得
る
所
で
ゐ

る
。
故
仁
川
地
口
延
民
制
に
は
・
明
か
仁
戎
栂

ω弊
中
品
自
の
認
む
べ
き
も
の
が
め
る
け
れ
ど
も
・
之
に
代
る
べ
き
何
等

か
の
手
段
に
於
て
、
定
期
船
業
者

ω営
業
計
釧
の
基
礎
が
保
時
せ
ら
る
、

ωで
な
け
れ
ば
.

一
蹴
に
法
作
を
以
て

之
を
禁
止
す
る
も
、

そ
は
品
川
を
矯
め
て
牛
合
殺
す
の
駄
に
陥
る
の
結
川
棋
を
何
引
く
践
が
ぬ
る
芭
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

今
H
・
北
米
合
来
幽

ω闘
係
航
路
に
於

t
、
縦
ひ
法
律
の
祭
止
に
よ
る
ご
は
い
へ
、
運
賃
延
瓜
制
を
有
せ
ず
」
る

2

Y

7

ア

V

ン

λ
u
r

、
主
も
が
〈
も
、
仙
の
航
焔
に
於
げ
る
コ
ン
ブ
ア

V

Y

ス
ご
同
様
に
、
品
川
市
中
協
定
を
維
持
し

崩
れ
る
は
、
な
の
見
る
所
に
よ
れ
ば
、
運
賃
延
反
制
な
く
己
も
、
貸
率
協
定
が
維
持
L
得
ら
る
、
の
設
機
正
し
て

見
倣
L
得
る
も
の
で
は
な
く

τ.
た
い
三
世
界
大
戦
後
の
船
腹
地
剃

ω常
A
1
の
時
械
に
際
し
げ
し
、
新
ら
犯
な
る
競

事
者
を
縁
起
ず
る
の
原
凶
な
き
に
よ
る
の
で
あ
る
o

一
朝
こ
れ
ら
の
航
路
に
於
け
る
交
通
量
が
増
加
仁
来
b
、
現

ト
仕
の
定
期
船
腹
が
相
官
に
除
法
貨
物
を
以
て
充
尚

L
得
る
に
歪
ら
ば
、
必
や
や
新
ら
た
な
る
競
争
者
が
山
で
来
つ

て
、
貸
率
協
定
は
破
壊
せ
ら
る
、
で
あ
ら
う
o

企
業
的
精
紳
に
宵
め
る
海
運
業
者
は
、
開
放
せ
ら
れ
た
る
利
盆
を

摘
む
に
怯
情
な
る
こ
正
な
〈
、
且
つ
之
を
摘
む
の
方
法
を
索
む
る
に
於
て
決
し
て
治
家
な
る
こ
ご
な
き
か
ら
で
ゐ

る。

丸

「蜘



既
に
蓮
賃
延
良
制
が
禁
止
廿
一
ら
れ
よ
腕
守
帥
申
込
舶
の
使
用
が
刊
誌
止
せ
ら
れ
居
る
ご
す
れ
ば
、
ヨ
ン
プ
ア
V

ン
旦
が

ょ
っ

τ、
航
船
院
に
届
山
内
で
、
そ
の
穏
可
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ご
に
な
っ

τ居
る
の
で
あ
る
が
、

》

2
E
支

噌
」

σ~UHHカ

期
制
占
を
維
持
す
る
手
段
記
し
て
残
る
も
の
は
、

か
の
の
。
日
自
耳
目
。
ロ
岳
o
豆
q
n
r
E円
宮
山
江
口
白
山
口
品
目
ω
E
2
2

が
、
寧
ろ
沼
容
す
べ
き
も
の
芭
の
見
解
を
ご
っ
た
ご
考
へ
ら
る
、
所
の
契
約
制
に
け
で
あ
る
。

然
る
に
、
契
約
制
の
う
ち
に
て
も
、
特
殊
貨
物
に
附
す
る
期
間
契
約
と
大
量
貨
物
契
約
ご
は
、
ヨ
ザ
立
口
問
〉
の
門

第
十
四
保
第
四
市
引
が
、
「
巾
込
ま
れ
た
る
貨
物
の
分
誌
に
基
き
て
、
如
何
な
る
荷
主
ご
も
不
公
正
又
は
不
正
常
な
る

差
別
的
契
約
を
な
す
ニ
己
』
を
禁
じ
、

そ
の
第
十
六
僚
第
一
一
換
が
「
如
何
な
る
特
定
の
荷
主
に
謝
し
て
も
、
叉
は
、

如
何
な
る
柿
類
の
貨
物
に
謝
し
て
も
、
不
安
な
る
私
し
〈
は
不
合
理
な
る
特
恵
又
は
使
盆
を
作
h
・
叉
は
山
崎
へ
る

ニ
正
』
を
禁
じ
て
昂
る
が
た
め
、
合
衆
国
仁
於
て
は
不
法

ωも
の
Z
し
て
禁
止
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
。

捻
ら
工

j

l

 

一
般
貨
物
に
闘
す
る
倒
別
契
約
及
川
U

一
般
貨
物
仁
闘
す
る
集
岡
契
約
は
、

A
N
糸
岡
仁
於
T
一
郎
経
せ
ら

れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
、
禁
止
せ
ら
れ

τ居
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
、
印
区
間
ν
司
自
問
〉
の
け
の
銘
十
五
伎
の
解
料
よ

h
す
れ
ば
、
蜘
舶
院
の
判
断
に
一
任
せ
ら
れ
て
屑
る
も
の
ど
見
る
の
外
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
か
う
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
る
が
如
く
・
合
衆
闘
に
於
て
は
、
総
て
の
コ

y

ア
ヲ
レ
ン
ス
契
約
は
、
こ
の
第
十
五
僚
の
規
定
に

ヨ
ン
フ
ア
レ
ン
三
契
約
半
」
意
味
す
る
所
の
文
言
の
一
郎
は

2
m
q
a
z
m
E
E
H

E

E山、
B
E
R門司
E
t
ι
E
m
p円

日
戸
角
川
一
内

n
E巴
〈
の

巧。ユ内
E
m
R
Eロ
町
宮
口
。
ロ
昨
ピ
な
っ

τ成
る
。

放
に
き
目
。

-
5
-
2
4〈
O
L
白口問

R
Eロ
四
日
日
己
で

前

主主

悔
出
向
山
由
排
他
的
手
段
に
劃
す
る
北
米
合
衆
岡
田
政
策

第
一
十
一
一
谷

(
第
六
枕

四一三

:九



論

斑

出
川
由
同
盟
白
排
他
的
手
段
に
謝
す
る
北
米
骨
束
闘
の
政
策

部
二
十
二
番

(
伴
大
統

四
回
)

プむ

凹

あ
る
断
の
契
約
制
を
採
用
す
る
所
の
コ

y

フア

V

Y

A

は、

之
が
協
同
採
用
に
閲
す
る
協
約
を
(
口
闘
の
了
解
よ

h'
成
る
も
の
で
も
て
船
舶
院
に
届
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
而
し
て
船
舶
院
が
届
出
で
ら
れ
た
る
協
約
を
審
査
し

て
、
そ
れ
が
「
法
律
の
文
言
を
並
(
儲
用
ふ
れ
ば
)
同

o
rゆ
固

と

E
Z可
《
出

R
Z
E
E
E。
q
。
H
E
M
p
r
『め宮司
mopnhwE-向。目、

ω『】

EHν
日UOHEm-
。M
G
o
z
q
p
目白日
U
0
1
2旬
、
。
門
町
。
ぺ
甘
ヘ

。
同
円
。
。
唱
。
E
R
Z
F
O
仏
旦
ロ
目
。
ロ
件
。
町
岳
ゅ
の
O
B自
耳
目
。
町
匹
。

d
口
町
庁
牛
印

Z
昨
日
で
あ
る
苫
認
め
た
ご
き
に
は
、
之
を
一
認
可
せ

F
る
こ
さ
が
山
来
る
の
で
あ
っ
て
、
且
つ
不
認
可
Z

決
定
せ
ら
れ
た
協
約
を
・
対
行
す
る
こ

Z
は

E
Zえ
己
と
せ
ら
れ
て
居
る
o
今
、
此
文
言
に
於
て
『
m
H
Z
E
E円止め日

吉
一
式
ふ
そ
の

2
3
0自
の
意
味
は
、
品
目
に
コ

y

ア
ア
レ
ン
旦
契
約
の
官
事
者
た
る
海
運
業
者
ば
か
b
で
は
な
〈
、
第

三
者
た
る
海
運
業
者
、
印
ち
岡
地
外
の
海
運
業
者
を
寧
ろ
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ぜ
は
、
此
言
葉
芭
並
吋

τ、

ヨ
ン
ア
ア
レ

y

ス
契
約
の
常
事
者
で
は
常
然
な
い
所

ω
ω
日比勺司
q
p
m
M
G。ュ
a
p
四
日
目
百
円
昨
日
旬
、
。
同
市
O円ぽ

な
る
一
言
葉

が
総
り
ら
れ
て
あ
る
よ
h
見

τ明
が
な
る
所
で
め
る
o

然
る
に
契
約
制
な
る
も
の
は
、

ヨ
y

フア

V

Y

ス
が
毛
の

荷
主
を
じ
て
、

一
定
の
期
間
同
盟
外
の
海
迩
業
者
に
は
一
切
戦
北
刊
の
委
託
を
し
な
い
ど
一
式
ふ
義
務
を
負
健
せ

L
む

る
も
の
で
、
従
っ
て
叉
其
常
然
の
一
結
県
己

L
て
、
同
即
外

ω海
運
染
者
を
し
て
氏
等
の
荷
主
よ
り
迩
迭
の
委
託
を

受
げ
る
ニ
z
e
f
出
来
な
〈
せ
し
h
u
る
も
の
で
ゐ
る
o

放
に
此
鮎
に
於
て
、

か
、
る

E
R
-
5
2
0
当。円一仏ロ問釦円
E
ロ
問
?

を
約
す
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
契
約
を
以

τ、
船
舶
院
が
、

白
川
戸
何
回
同

阿
川
皿
外
り
ほ
迩
業
者
に
ご
っ
て

cac--可
島

T

。
止
日
吉
弘

c々
。
円

EMF-「

の
も
の
ぜ
認
む
る
な
ら
ば
、

契
h

円
同
な
る
も
つ
ま
、

:
i
i
;

ー

r
L
t

合
放
闘
の
法
律
に
於

τ
は
結
局



若
し
此
等

ω契
約
制
が
ん
官
治
的
で
ゐ
る
ご
す
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
法
上
認
容
さ
る
、
コ
ン
フ
ア

V

Y

ス
は
、

】

E
F
d司
「
己
の
も
の

Z
な
る
ヨ
切
正
に
な
る
o
又、

ヨ
Y

ファ

v
y
ー
が
、
荷
主
に
前
述
の
如
き
義
務
営
負
携
せ
し
め

て
、
同
盟
外
の
海
運
業
者
世
排
尿
す
る
こ
ピ
を
以
て
、
仙
川
舶
院
が
、

そ
の
コ
ン
ブ
ア

V

Y

1

は

同。。唱の円
M
H
-

百
円
。

岳

O
P
E
E
E仲
良
岳
町

g
E
B
2
2
a
p
o
口
三
円
止
符
耳
目
で
あ
る
ご
認
め
て
も
、
契
約
制
は
叉
結
局
、

E
E貫主

の
も
の
ご
な
る
o

故
に
契
約
制
が
・
合
法
的
な
る
や
否
や
は
、
此
制
度
が
同

m外
的
↑
海
運
業
者
説
ぴ
に
合
衆
闘
の
商

業
に
及
ぼ
す
殻
県
に
制
す
る
船
舶
院
の
判
断
如
何
に
よ
っ

τ決
定
せ
ら
る
、
ニ
ご
に
な
っ
て
庖
る
の
で
あ
る
。
然

る
に
契
約
制
を
採
用
す
る
コ
Y

7

ア
V

Y

1

契
約
は
、
未
だ
姉
舶
院
に
府
出
で
ら
れ
て
、
そ
の
審
査
に
上
っ
た
ニ

子
炉
=
聞
か
な
い
。
故
に
之
が
合
法
性
如
何
は
法
作
的
に
言
へ
ば
未
解
決
の
問
胞
で
あ
る
。

O 

か
〈
的
如
〈
、

一
般
貨
物
に
闘
す
る
倒
別
的
期
間
契
約
制
及
び
集
凶
期
間
契
約
制
な
る
も
の
、
合
法
性
如
何

は
、
合
衆
凶
の
法
律
上
未
解
決
の
問
題
で
め
る
正
、
忍
は
考
へ
る
の
で
あ
る
が
、

併
し
そ
れ
が
吉
正
己

で
あ
る

ご
す
る
の
ご

E
E乏
P
-
で
あ
る
ご
す
る
の
正
に
よ
h
て、

W
H
際
上
如
何
な
る
結
川
市
が
牛
A
V

る
h
r
o

の
何
れ
か
の
契
約
制
に
よ
っ
て
、
或
杭
皮
の
獅
占
的
地
位
を
保
つ
こ
と
が
山
家
る
こ
ご
、
な
る
。
郎
+
り
ヨ
ン
ア
ア

レ

y
λ

は‘

こ
の
制
度
セ
採
川
し
て
、
契
約
の
相
手
方
た
る
荷
主
に
謝
し
て
は
、
他
の
荷
主
に
謝
す
る
よ
り
は
幾

分
安
き
運
賃
に
て
待
越
す
る
代
h
に
、
仙
酬
を
し
て
一
定
の
期
間
専
ら
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
仙
の
み
に
積
荷
を
な
す
の

宣告

叢

海
謹
同
盟
の
排
他
的
手
段
に
謝
す
る
北
米
合
来
闘
の
政
策

第
一
一
十
ニ
各

(
体
六
蹴

凹
五
)

i， 
宜



諭

議

地
謡
刷
盟
山
り
排
他
的
手
肢
に
封
ず
る
北
米
骨
衆
闘
の
政
策

弟
二
十
一
巻

(
第
六
掠

q
A
、

P炉
」
〆

ー=一、

J
ノ
↑
↑
」
F

義
務
を
負
捻
せ
し
め
得
る
仙
一
で
ゐ
る
か
ら
、
億
該
航
路
に
於
け
る
荷
主
の
大
多
数
ご
此
契
約
を
締
結
す
る
こ
ど
が

出
来
る
な
ら
ば
、
之
に
よ

h
工、

コ
ン
ブ
ア

v
y
z
外
の
海
蓮
染
者
全
切
尽
!
、

そ
の
運
賃
政
策
の
狗
立
を
保
つ

こ
さ
を
得
、
競
守
者

ω運
賃
切
崩
し
を
或
税
皮
ま
で
防
「
こ
と
が
出
来
る
-
て
に
、
な
る
o

そ
の
結
果

一
般
刷
舎

も
、
貨
準
の
安
定
、
そ
り
他
コ
ン
ブ
7

レ
〉
ス
の
畑
叫
占
よ
b
生
す
る
利
盆
を
享
く
る
司
』
ご
が
山
来
る
。

の
規
定
に
よ
り
て
、
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、

た
い
併
し
、
議
に
最
も
注
な
す
べ
き
は
、
円
買
向
。

HnE丘
弓
E
R
〉のけ

合
衆
凶
の
市
民
た
る
が
漣
業
者
が
加
入
の
ゆ
込
を
し
た
ご
き
に
は
、
必
ず
そ
の
加
入
を
承
諾
せ
ね
ば
な
ら
凶
こ
正

じ
な
っ
て
居
る
こ
ご
で
ゐ
る
o

郎
も
ζ

の
規
定
あ
る
に
よ

h
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
は
、
常
該
航
路
の
貿
易
状
態
に

恰
も
迎
合
す
る
所
の
加
肢
を
提
供
し
居
る
場
合
で
も
、
加
入
の
巾
込
者
あ
る

Z
き
は
、

之
ぞ
加
入
せ
し
め
、

そ
れ

だ
け
コ
ン
フ
ア

V

Y

1

ω

紡
肢
を
増
加
す
る
結
果
を
京
市
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ご
、
な
る
。
而
も
、
加
入
内
承
諾
、
従

っ

τ船
腹
の
増
加
が
法
律
に
よ
っ

τ強
要
せ
ら
れ
居
る
ご
共
に
、

他
々
に
於
て
、

コ
ン
ア
ア

V

Y

ス
は
貸
率
の
協

定
を
な
す
こ
ご
が
許
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
加
問
者

ω増
加
に
よ
り
船
腹
の
供
給
が
過
剰
己
な
っ
て
も
、

そ
の
過
剰
船
腹

ω航
海
維
持
に
閲
す
る
費
用
を
荷
主
に
特
鯨
す
る
-
ミ
タ
得
運
賃
の
不
常
に
高
き
賦
訟
が
行
は

れ
得
る
こ
ご
、
な
る
o

従
っ
て
、

レ
ン
ス
の
荷
宅
、

コ
V

フア

特
に
合
衆
闘
の
荷
主
は
、

不
常
に
古
川
う
貸
率
含
賦

訳
せ
ら
る
、
こ
正
、
な
る
傾
向
が
ゐ
h
、
そ
れ
は
言
ふ
迄
も
な
〈
、
合
衆
閥
白
身
の
貿
易
の
後
民
を
妨
害
す
る
結

川
市
を
来
す
も
的
一
で
あ
る
。

一
般
諸
国
に
於
け
る
が
如
〈
、

ヨ
ン
フ
ア

v
y
z
の
加
入
承
諾
を
常
事
者
の
資
力
闘
係

i¥1erchant 1'¥1注目neAct， Sec. 20; Shipping Act Scc. I4a. 



に
放
任
す
る
も
の
に
ゐ
h
て
き
て

ヨ
ン
フ
ア

V

Y

1

組
織
に
は
船
腹
過
剰
の
傾
向
が
め
っ
て
、
従
っ
て
賃
卒
の

不
嘗
に
高
き
賦
謀
が
行
は
る
、
粕
川
市
を
招
き
易
き
も
の
で
ゐ
る
の
に
、
合
品
靖
国
は
妹
夏
に
法
律
を
以
て
、

ヨ
V

フ

ア
V

ン
ス
の
加
入
承
諾
仁
子
沙
す
る
こ
ご
に
よ
り
、

一
婿
此
傾
向
を
甚
に
し
か
ら
し
め
ん
ご
す
る
こ
古
、
な
る
。

品
臥
仁
若
し
契
約
制
が
合
法
的
で
ゐ
る
己
認
め
ら
る
、
な
ら
ば
、
合
衆
閥
的
術
主
は
コ
ン
ア
ア
レ

y
λ

の
獅
占
よ
hp

生
す
る
利
盆
を
享
受
L
得
る
け
れ
ど
も
、
肝
腎
の
迦
刊
は

ω駄
に
於
1
不
能
に
一
品
き
以
訟
を
受
〈
る
こ
正
、
な
る
。

若
し
、
契
約
制
が
合
衆
凶

ω法
律
上
不
法
な
る
も
の
で
ゐ
る
ご
す
る
な
ら
ば
、
合
衆
図
の
法
律
上
部
容
せ
ら
る

、
ョ
ン
プ
プ
レ
ン
ス
は
、
会
〈
獅
占
的
性
質
を
ふ
伺
せ
古
る
も
の
ご
な
る
。

コ
ン
ブ
ア
レ
Y

A

が
濁
占
的
地
位
eT
維

持
す
る
は
、
議
に
遁
ぺ
た
る
が
如
く
、
加
脱
者
相
互

ω聞
に
於
け
る
総
守
制
限

ω協
約
仁
よ
る
の
で
は
な
〈
.
寧

ろ
・
そ
め
排
他
的
手
段
を
協
同
的
仁
川
叫
則
す
る
じ
よ
る

ωで
の
品
。
然
ゐ
に
、
ん
官
栄
川
聞
に
於

τ総
得
せ
ら
る
、
コ

ジ
フ
ア
レ
ン
ス
は
、
前
越
の
如
〈
、

司
」
の
排
他
的
手
段
己
[
亡
杭
も
有
放
な
る
迩
貨
延
反
制
を
採
加
す
る
こ
ご

は
、
併
に
明
か
に
禁
止
さ
れ
て
居
争
、
真
に
こ
の
契
約
制
も
不
法
り
も
凶
己

L
て
禁
止
せ
ら
る
、
も
の
ご
す
れ

ば
、
そ
の
コ
ン
ブ
ア

V

Y

1

は
鋭
府
市
者
を
排
斥
す
る
力
会
〈
な
き
も

ω
で
、
従
ム
ー

τ迩
筑
政
策
の
獅
立
を
保
?
」

子
炉
】
得
す
、
杢
然
獅
占
的
地
位
に
あ
る
こ
ご
を
得
な
い
も
の
ご
な
る
o

是
の
紡
川
市
、
定
期
舶
来
者
は
、
縦
ひ
ヨ

y

プ
ア
レ

y

z
を
組
織
す
る
も
、

そ
の
成
立
の
基
本
た
る
所
的
貨
市
平
協
定
は
、
憶
に
競
守
者
の
運
賃
政
策
に
よ
り

τ

影
響
せ
ら
れ
得
る
以
践
に
あ
っ
て
、
'
競
守
者
の
現
は
る
、
皮
ぴ
毎
に
勤
扱
す
る
も
の
芭
な
り
、
従
っ
て

コン

7
ァ

諭

{~ 

搬
出
岡
山
由
排
他
的
手
践
に
劃
す
る
北
米
告
衆
闘
の
政
策

弟
一
十
一
を

(
都
大
腕

四
七
}

ブL
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議

両信

出
週
間
胞
の
排
他
的
手
段
に
謝
す
る
北
米
合
衆
剛
山
政
策

(
引

ι
町
六
抗

川
市
二
十
こ
を

I叫
λ 

7L 

/， 

レ
ン
ス
そ
の
も
の
、
存
在
が
、
甚
に
説
弱
な
る
基
礎
の
上
に
め
る
こ
正
、
な
る
o

故
じ
海
運
界
が
静
止
的
山
肌
態
に

あ
る
聞
は
、

か
、
ゐ
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
も
存
在

L
得
る
が
、
相
常
に
競
争
者
を
誘
引
す
ぺ
話
事
怖
が
生
手
る
に
至

ら
ば
、
外
部
よ
ら
の
競
争
へ
そ

ω卦
打
点
仁
附
す
る
加
脱
者
相
互
的
利
害
関
係

ω
背
馳
正
に
よ
り
、
本
H

却
に
克
解

し
得
る
所

ωも
の

J

で
め
る
。

き
れ
ば
、
契
約
制
が
不
法
正
認
め
ら
る
べ
き
も
の
ピ
せ
ば
、
九
日
来
閥
法
仁
於
て
認
容
せ
ら
る
、
所

ω
コ
Y

ファ

v
y
ス
は
、
北
(
存
花
凶
一
来
礎
甚
だ
品
川
山
捌
な
る
も
の

εゐ
る
の
み
な
ら
争
、
会
〈
狐
占
的
地
位
を
有

L
得
な
い
も
の

で
ゐ
る
か
ら
、
合
衆
闘

ω海
運
政
策
が
期
待
し
た
る
が
如

3
優
秀
な
る
指
運
勢
務
の
提
供
ゃ
、
貸
率
・
の
安
定
、
そ

の
総
て
の
荷
主
に
釣
す
る
均
等
な
ど
の
諸
利
盆
を
、
之
よ
り
得
ん
こ
ど
を
段
む
は
、
木
に
縁
っ
て
魚
を
求
h
u

る
が

か
、
る
諸
利
徒
は
世
田
て
詳
説
し
た
る
が
如
〈
、
調
占
的
地
位
に
あ
る
コ

如
き
も

ω
宣
言

ン
ヌ
ア
レ
ン

λ

に
L
τ
初
め
て
枇
曾
に
典
へ
得
る
所
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
こ
正
は
、
縦
ひ
契
約
制

が
合
法
的
の
も
の
で
あ
る
ご
認
め
ら
る
、
に
し
て
も
、
不
定
期
船
又
は
同
盟
外
の
定
期
舶
が
荷
主
を
誘
引
す
る
カ

強
〈
し
て
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
前
該
航
路
の
荷
主
の
大
多
数
己
か
、
る
契
約
を
締
結

L
符
fc
る
場
合
に
も
、
亦

結
局
同
様
で
あ
る
o

何
ピ
な
れ
ば
、
少
数
の
荷
主
ど
か
、
る
契
約
を
締
結
す
る

rり
で
は
、
何
等
の
獅
占
的
地
位

を
維
持
す
る
に
足
ら
ぬ
か
ら
で
ゐ
る
。

契
約
制
が
合
衆
凶
の
法
律
に
於
一
1

F
唱一三

ぜ
認
め
ら
る
、
仁
し
て
も
、

g
Fえ
r
-
Z
認
め
ら
る
、
に
し
て
も
、
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mrfHU同
国
間
〉
且
や
冨
2
n
E
E
冨
包
ロ
O

〉
♀
の
規
定
が
納
行
せ
ら
る
、
限
り
に
於
て
は
、
右
に
通
ぶ
る
が
如
〈
、

合
衆
闘
の
劉
外
貿
易
の
畿
日
出
を
助
成
ず
る
こ
ピ
は
寧
ろ
反
調
な
る
結
川
本
金
招
(
傾
向
が
ゐ
る
。
故
に
私
の
見
る
所

に
よ
る
正
、

ω
E官
官

E
m
〉
巳
や
冨
R
n
F
P
E
出
mw

円山口角川〉
O
H

謝
す
る
政
策
は
、
頗
る
不
賢
明
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
合
衆
凶
が
コ
ン
ブ
γ

仁
見
は
れ
た
る
コ
ン
フ
ア
レ
ン
λ

の
排
他
的
手
段
に

レ
Y

1

な
る
も
の
を
夏
に
よ
〈
理
解

す
る
に
至
れ
ば
、
単
晩
改
め
ら
る
、
運
仰
に

b
る
も
の
ご
思
ふ
。

阪
に
越
ぺ
た
る
が
如
〈
、
運
賃
延
反
制
に
ウ
い
て
は
、
合
衆
国
は
之
を
殿
禁
す
る
を
以
て
政
策
ご
す
る
の
で
ゐ

っ
て
、
妹
に
一
九
二

O
年
の

H
F内

q
n
F
E片
足
戸
岡
山
口
内
九
戸
且

L!. 

印

Ehv勺
百
四
〉
且

の
第
十
四
僚
に

a
を
附
加
し
て
、

航
路
よ
り
之
を
絶
滅
せ
ん
ご
す
る
も
の
正
解
す
る
の
外
は
な
い
。
然
る
に
、

こ
の
海
運
政
策
を
蜘
同
行
す
る
の
衝
に

同刊叫州議手h柑叫計字絡めヤ';'~.:'、川い」

外
側
諸
泌
問
の
蓮
迭
に
於
1
一
辿
い
は
辺
国
此
制
を
採
用
す
る
所
の
明
示
又
は
崎
酔
酬
の
同
盟
、
協
約
、
又
は
内
約
に
加
入

せ
る
海
運
業
者

ω船
舶
は
、

A
W
山
市
凶
地
出
仰
に
出
入
す
る
こ
ご
を
桓
否
す
る
こ
ご
に

L
て
居
る
の
で
あ
る
。
之
は
、

運
賃
延
目
成
制
な
る
も
の
を
、

た
v
に
介
衆
同
開
係
航
路
に
於

τ山
風
化
せ
し
め
ん
ご
す
る
に
止
ま
ら
や
'
、
世
界
の
金

あ
る
船
舶
院
自
ら
は
、
そ
の
管
下
山
り
獄
急
-M
間
航
管
業
局
、
印
も

寸口一昨
O
L
山
片
山

z
m
m
}品目
u
h】

E
四

国
O
向
丘
何
目
。
『
問

gn山、

H4-2同の
0
4。
目
白
。
ロ
を
し
て
、
合
衆
闘
聞
係
以
外
の
航
路
に
於

τ、
運
賃
延
戻
制
を
・
質
行

L
っ
、
ゐ
る
所
の
ヨ
ン

フ
ア
レ
ン
且
に
屯
来
そ
の
名
を
漣
ね
し
む
る

ω奇
似
を
呈
し
て
居
る
o

か
〈
の
如
ヨ
は
、
海
運
同
盟
の
排
他
的
手

段
に
謝
す
る
合
衆
岡
政
策
の
一
一
時
向
を
示
す
も
の
で
は
め
る
ま
い
γ

か
。
(
一
訓
、
五
、
一
五

品有

議

海
辺
同
盟
の
排
刷
的
手
段
に
封
す
る
北
米
合
弔
問
山
政
策

第
二
斗
二
容

『
銘
究
班

四
九
)
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